
イン7と
=ン

∵出席停止期間につblτ

平成 24年 4月からの法改正で、出席停止期間が以下のようになりま した。
*抗インフルエンザ薬の効果で解熱が早くなり社会復帰が早くなつた反面、体内にはまだインフルエンザ

と判断されたため。

【新しい出席停止期間の基準】
増
日

幽席停止期間中に「解熱後三日間」を経過しても、「5日目」
2. 解熱が「4日目」以降め場合は出席停止期間を延長し、工

出席停止。(表 2参照)
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[例] (表 2)
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までは出席停止。(表 1参照)
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*インフルエンザにかからないように、「十分な睡眠」「栄盤」「手洗い」「うがい」
「エチケットマスク」等でラD3しよう。

11月
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*インフルエンザにかかったら「早く治す」「感染を広げない」ことを
優先し、出症停止に従い盛塾力が弱くなるまできちんと体盤しよう。
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